
【図表１】監査の実施プロセス/意見形成プロセスの全体像 ◎　監査は以下のように流れがあります。常に、学習項目（論点）の、全体のなかでの位置づけを把握するとともに、各項目の前後関係や論点間のつながりを意識しましょう。

　　　また、監査の実施局面は①監査計画、②監査の実施、③監査意見の形成の３つに分かれます。この３段階の流れを常に意識し、各論点がどこに位置づけられるか見失わないようにしましょう。
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企業及び企業環境の理解（注）

監査リスク

運用評価手続

実証手続

（リスクに対応した）監査証拠の入手

全
般
的
な
対
応
（（注
）

CR・RMMを

確定評価

（→DR決定）

影響

影響

影響

影響

試査

総合的な評価

（最終段階の分析的手続含む。）
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監査報告書
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て入手する場合を含む。

財務諸表全体レベル・

財務諸表項目レベルの

重要な虚偽表示リスク

（特検リスクを含む。）

の識別・評価

（注意）全般的対応について

全般的な対応はリスク対応手続の範疇には入りません、上記の図では便宜的にリスク対応手続に並列して表現しています（リスク対応の範疇に入るため。）。
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（注意）監査計画の立案に当たってリスク評価の過程で理解する項目について

不正の可能性、GC、会計上の見積りのほかその他企業及び企業環境の理解の過程で理解する内容には、グループの状況（他の監査人により監査が行われているかどうかも含む。）、関連当事者

や関連当事者取引の有無、適用される法令、内部監査の実施状況などを含みます。

監査契約の締結後

試査

不正の可能性、GC、会計上の

見積りの検討等を含む（注）。

（注意）監査計画と監査手続の関係について

便宜的に①監査計画と②監査手続の実施と分けていますが、実際の実務では、①監査計画≒リスク評価手続であり、①監査計画策定と並行してリスク評価手続を実施しているという関係です。



【図表２】監査手続の全体像（いろいろな意味で使われる「監査手続」という用語の意味）

として具体的に

として具体的に

として具体的に

として具体的に

として具体的に

として具体的に

監査手続

①リスク評価手続

（≒監査計画）

②リスク対応手続

②－２

（F/Sの勘定残高、

取引種類等の）実証手続

②－１

（内部統制の）

運用評価手続

分析的実証手続

（分析的手続の一種）

詳細テスト

①－１

企業及び企業環境の理解

①－３
（内部統制システムの理解を含む）

整備評価手続

・記録や文書の閲覧

・証憑突合

・観察

・質問

・再計算

・再実施（ウォークスルー）

・分析的手続

・通査 などを実施する

・記録や文書の閲覧

・証憑突合

・観察

・質問

・再計算

・再実施（ウォークスルー）

・分析的手続

・通査

・実査

・立会

・確認

・年齢調べ などを実施する

◎ポイント

・監査手続は上記のとおりさまざまな手続を含み、いろいろな意味で利用されます。そのため、監査手続の用語の使い方は問いに応じて厳密に行ってください。

・一般的に論文式試験の第１問（理論問題）では、左側の「概念的な監査手続」を、第２問（事例問題）では右側の「（監査現場で実際に行われる）具体的な監査手続」を問われることが多いと

思います。

（主に、学者が第１問、実務家（公認会計士）が第２問を作問している関係です。）

・リスク評価手続には、「企業及び企業環境の理解」、「適用される財務報告の枠組みの理解」、「（内部統制システムの理解をを含む）内部統制の整備評価手続」が含まれます。

・リスク評価手続の目的は、端的には「『財務諸表における重要な虚偽表示リスク』を識別・評価すること」です（つまり、リスク評価手続のアウトプットは何と聞かれた「重要な虚偽表示リス

ク」！）。

・リスクの識別・評価が誤っていたり、漏れていたりすると、その後のリスク対応手続は無意味なものになるため、

監査の現場・実務では、「徹底的な企業及び企業環境等の理解に基づく、的確なリスクの識別・評価」が重要と考えています。

◎誤解が生じやすい点について補足

○監査手続の時系列のイメージは「①リスク評価手続⇒②リスク対応手続」ですが、②から①に戻ることもあります。

「監査手続の実施＝情報を得ること」ですので、リスク対応手続により新たな情報を入手しリスク評価を修正（監査計画を修正）するために、再度リスク評価手続を実施することもあるため

です。上記のとおり、リスクの識別・評価が特に重要であることから、イメージとしては１年を通してずっと企業及び企業環境等を理解、つまり、リスク評価手続を実施しているのが実務的な感

覚です。

○また、「監査の最終段階で実施する分析的手続」はリスク評価手続としての監査手続です。これは、監査の最終段階までのリスクの識別・評価を最終的に総点検するためのものです。つ

まり、それまでのリスクの識別・評価結果が最終的に間違っていなかったことを確かめるため、監査対象である財務諸表について最終的な分析的手続を実施する必要があるのです。これを

実施することで、リスク評価手続の結果得たリスクの識別・評価結果、この結果に基づくリスク対応手続の正当性を最終段階で監査人自らが検証することになります。このように、「①リスク評

価手続⇒②リスク対応手続」というのが時系列のイメージですが、①⇒②⇒①⇒②⇒①というように、反復的継続的にリスク評価手続を繰り返している点は認識しておいてください。

○大事なのは、新たな情報を得れば、それは①－１の「企業及び企業環境の理解」等が改められるということです。ということはその後の②－１、②－２にも影響があるということ。

そのため、新たな情報を得て、企業及び企業環境等の理解が更新されれば、これを前提に設計されるその後の監査手続、すなわち、内部統制の運用評価手続、実証手続に影響があること

から、これらの監査手続を修正・変更するために「監査計画の修正」が必要になる、この関係性を理解しておきましょう。

概念的なもの 実際に監査現場で行われている手続

広義には、後発事象等の検討、経営者ディ

スカッション、監査役等コミュニケーション、

監査チーム内の討議なども含みます。

一般的な流れ

（ただし、補足参照）

・分析的手続

①－２

適用される財務報告の枠組み

の理解



【図表３】会計上の見積りの合理性の評価（改訂監基報540に基づくもの）　

（あるべき）経営者（の対応） 監査人の手続二重責任の原則

② 見積りが必要な事象の把握

③ 見積りに関する内部統制の整備・運用

① 関連するＧＡＡＰの理解

④ 見積りの測定手法の検討（仮定・データによる計算式）

⑤ 情報収集・計算式への当てはめ・見積り

⑥ 会計処理・表示・開示（関連する注記含む。）

⑦ （長期の場合）継続的な見直し

⑨ （必要に応じて）見積りプロセスの見直し

⑧ 見積額と確定額との差異の検証

ＡＲＯの適切な見積りが行える内部統制を整備運用する

不動産賃貸借契約を閲覧し、契約上の資産の撤去義務を、

又は、アスベストなどの法的な撤去義務がないかを把握する

見積りを行うために必要となる

資産除去債務に関する会計基準等を正しく理解する

(例）法的な撤去義務、契約に基づく撤去義務を対象とする

①撤去時期、②撤去費用、③①に基づく割引率を

変数とし、②/（１＋③）nにより算定する

変数の見積時の情報を収集、計算式に当てはめて最善の見積りを行う

建物/ＡＲＯという仕訳を切り、関連する注記を作成する

撤去時期や撤去費用等を見直しする必要がないか検証する

実務の流れ （例示）資産除去債務（ＡＲＯ）の場合

履行差額の内容について検証し、要因を探る

上記要因が見積りプロセス上の問題であれば見直しする

リスク評価手続

１． 必要な範囲で、企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み、

内部統制システムを理解（12項（1）～(10)）

・財務諸表上会計上の見積りの認識や注記が必要な取引等（同(1)）

・適用される財務報告の枠組みにおける要求事項（同(2)）

・会計上の見積りに関して、経営者が利用する専門家（同(6)）

・会計上の見積りに関連する企業の情報システム（同（8））

理解
リスク

識別
リスク

評価

２． （監査人による）過年度の会計上の見積りの確定額等の検討（13項）

４． 見積りの不確実性、複雑性、主観性等の程度の評価（15項）

５． 特別な検討を必要とするリスクかどうかの判断（16項）

重要な虚偽表示リスク 特別な検討を必要とするリスク

リスク対応手続

６－２ 経営者が行った見積りの検討（17項(2)、21項～26項）

６－１ 監査報告書までに発生した事象の検討（17項(1)、20項）

６－３ 監査人による見積額又は許容範囲の設定（17項(3)、27～28項）

７ （必要に応じて）内部統制の運用評価手続（18項）

８ 注記事項に対するリスク対応手続（21項(2)、25項、30項）

十分かつ適切な監査証拠の入手

合理性の

判断

虚偽表示の

判断

10 経営者確認書の入手（36項）

財務諸表
（関連する注記含む。）

監査報告書日までに発生した事象を修正後

発事象として見積りにあたって考慮しないで

よいかどうかということ

特別な検討を必要とするリスクについて、内

部統制に依拠する場合、必ず当年度監査

において運用評価手続を実施する（19項）

実務上、「バックテスト」と呼ばれる監査手続。

実施する主な目的は、（過年度の見積りに

対して遡及的に検討することを通じて）企業

の見積プロセスは有効であったかどうか等

の情報を入手し（A55項）、当年度の重要な

虚偽表示リスクの識別・評価に役立てる

（A56項）、過年度の見積りが当期に確定し

多額な差異が発生していれば原因によって

は当期の重要な虚偽表示リスクは高いと評

価しなければならない場合がある。

９ ＧＡＡＰに照らして見積りが合理的か虚偽表示かの判断（34項）

財務諸表全体で捉えて経営者の偏向の兆候の有無の評価（31項）、必要な注記

が記載されているかどうかの評価（35項）、総括的評価（32項）含む。
○ 資産除去債務に関する注記

○ 会計上の見積りに関する注記

（資産除去債務が企業にとって重要な会計上の見積りである場合）

上記を作成して、財務諸表に注記する。

３． （監査人が）専門的な技能又は知識を必要とするかどうかの決定（14項）
特別な検討を必要とするリスクである場合

には、当該リスクに対応する内部統制を識

別し、また当該内部統制が効果的にデザイ

ンされているかどうかを評価し、それらが業

務に適用されているかどうかを判断しなけ

ればならない（16項後段）。

特別な検討を必要とするリスクについて、

（運用評価手続を並行して実施せず）実証

手続のみを実施する場合には（相対的に証

明力の弱い分析的実証手続だけではだめ

で必ず）詳細テストを含める（19項）経営者が会計上の見積りに使用した以下の選択適用が合理的か

①見積手法、②重要な仮定、③データ

もし経営者が見積りの不確実性に（複数の

仮定や判断（シナリオ）を設け多角的にボラ

ティリティを検討することなく）適切に対処し

ていないと判断した場合、経営者に追加的

な検討を要請したり、内部統制の不備の評

価を行う（26項）。



【図表４】監査上の重要性

◎虚偽表示の集計・評価モデル（例）　＠監査意見の形成段階
※上記の重要性の基準値（100百万円）を前提として、ある監査業務で、監査手続を実施した結果、次の２つのパターンの虚偽表示が発見されたとする。集計したA～Dについて経営者に修正するよう求めたが（指導的機能）、招集通知の発送期限が迫っているため修正したくないという申し入れがあった。
　それぞれにおいて表明の可能性のある意見と虚偽表示の集計の流れは次の通り。意見形成の場面であるため、手続実施上の重要性（10百万円）を使用することはない点注意！10百万円という手続実施上の重要性を用いて発見された虚偽表示が以下のA～Eですが、いまは手続実施後の意見形成の場面です。
○パターン１ ○パターン２

金額 集計
かつ
原因

金額 集計
しかも
原因

30百万円 する 誤謬 80百万円 する 誤謬
20百万円 する 誤謬 20百万円 する 不正
11百万円 する 誤謬 15百万円 する 不正
10百万円 する 誤謬 10百万円 する 誤謬
0.1百万円 しない（※） 誤謬 0.1百万円 しない（※） 誤謬

（※）虚偽表示Eは、明らかに僅少な虚偽表示の基準である1百万円未満であることから、監査意見の形成段階での虚偽表示の集計の際に集計する虚偽表示の金額に含めません。また、集計された虚偽表示のもののうち、未修正のもの（財務諸表に現にある誤り）を未修正の虚偽表示といいます。

(注意点①）
　　　上記のパターン１、パターン２はそれぞれモデルとして単純化したものですので、必ずしも上記の監査意見になるとは限りません。
　　　場合によっては、集計された虚偽表示の合計額＜重要性の基準値の場合にも限定付意見になる可能性もありますし、逆に集計された虚偽表示の合計額＞重要性の基準値であっても無限定適正意見になる可能性もあります。
　　　いずれにしても、最終的にどのような監査意見を表明するかは、監査人が監査上の重要性に照らして判断するということなります。
(注意点②）
　　　パターン２については、不適正意見となることを恐れた経営者がもし虚偽表示Aを修正することとなった場合には、集計して財務諸表全体にとって重要な虚偽表示ではなくなることから（45百万円<100百万円）、無限定適正意見となる可能性があります。

－
虚偽表示D 重要でない（＜100百万円） 虚偽表示D 重要でない（＜100百万円）

虚偽表示E － － 虚偽表示E －

虚偽表示B 重要でない（＜100百万円） 虚偽表示B 重要でない（＜100百万円）

虚偽表示C 重要でない（＜100百万円） 虚偽表示C 重要でない（＜100百万円）

集計して 監査意見

虚偽表示A 重要でない（＜100百万円）
重要でない
（計71百万円＜100百万円
のため）

無限定適正意見
（である可能性）

なぜなら、未修正だが量的
にも質的にも重要ではない

虚偽表示A 重要でない（＜100百万円）
重要である
（計125百万円＞100百万
円のため）

不適正意見
（である可能性）

なぜなら、量的にも質的に
重要な虚偽表示が未修正

項目毎の未修正の
虚偽表示

個別に 集計して 監査意見
項目毎の未修正の

虚偽表示
個別に

（量的基準）

重要性の基準値

100百万円（※）

（質的基準）

（特に決まった名称なし）

財務諸表全体

財務諸表項目
（量的基準）

手続実施上の重要性

10百万円

（質的基準）

（特に決まった名称なし）

＜虚偽表示の質的重要性・性質＞（例示）

○虚偽表示の原因が不正

○虚偽表示の原因が経営者の指示

○虚偽表示の原因が統制環境の不備

○虚偽表示が継続企業の前提にも影響する 等

＜虚偽表示の量的重要性＞

監査手続を実施するうえで考慮する重要性、「重要」な虚偽表示リスクかどうかを判断するための基準となる

また、「重要性のある」取引種類、勘定残高及び注記事項かどうかを判断するための基準となる

→重要性の基準値に一定の割合等を掛けるなどして算出する

∴ 重要性の基準値よりも相対的に低い（小さい）金額として設定

（例）重要性の基準値の10％を手続実施上の重要性とするといった決め方を行ったとします

（目的）

未修正の虚偽表示と未発見の虚偽表示の合計が重要性の基準値を上回る可能性を適切な水準に抑えるために設定する

→実務的には、この手続実施上の重要性を基準に監査手続を設計する

（例）評価した虚偽表示リスクの水準に応じて、手続実施上の重要性に一定の割合を乗じて監査手続を実施するときの基準とする。

重要な虚偽表示リスクが極めて高い場合⇒手続実施上の重要性にさらに10％を乗じた値をもって重要とし取引を抽出する

重要な虚偽表示リスクが高い場合⇒手続実施上の重要性にさらに30％を乗じた値をもって重要とし取引を抽出する

※この場合、明らかに僅少な虚偽表示は１百万円となる。よって、１百万円以上の未修正の虚偽表示を集計する。

監査上の

重要性

意見の表明対象

監査手続の対象

大

小

③意見の形成段階で使用①監査計画の段階で決定

職業的専門家としての判断

職業的専門家としての判断 職業的専門家としての判断

＜虚偽表示の量的重要性＞

（虚偽表示が個別に又は虚偽表示を集計した結果）

財務諸表全体において、重要であると判断する虚偽表示の金額、通常「一定の指標」に「特定の割合」を乗ずる

（例）実務では、予算税引前当期純利益の５％とすることが多い

○監査計画段階

手続を実施する際の基準となる、手続実施上の重要性を定めるために監査計画段階で策定する

この際、実務的には明らかに僅少な虚偽表示（意見形成段階で集計しない基準値）を定めておくことが一般的

（例）例えば、重要性の基準値の１％は明らかに僅少な虚偽表示とする（※）などをルールとして定めておくことが多い

○監査意見の形成段階

集計した虚偽表示をこの重要性の基準値と対比して、「財務諸表には、全体として重要な虚偽表示がない」かどうかを判断する

①監査計画の段階で決定 ②監査手続の実施段階で使用

職業的専門家としての判断 職業的専門家としての判断



【図表５】財務諸表監査のスケジュール感（３月決算の場合・継続監査（≠初年度監査））

７月初旬 ９月末 12月末 ３月末 ６月末

に基づき 　　　　　に基づき

あたりに実施）

あたりに実施）

前年度の監査

次年度監査契約

更新手続

期中監査

期末監査

①－１ 企業及び企業環境、適用される財務報告の枠組み、内部統制システムを理解 ⇒これにより財務諸表における重要な虚偽表示リスクを識別・評価（監査報告時まで継続して実施）

①－２ 監査の基本的な方針（最初の方に計画）

（例）重要性の基準値

①－３ 詳細な監査計画

影響 影響 影響 影響 影響

影響
① 監査計画

①－４

リスク評価手続の計画
①－５

リスク対応手続の計画

②－１ リスク評価手続の実施（イメージとしては概ね監査の前半あたりに実施、ただし実際は監査報告時まで継続して実施 ∵ 新たな情報の入手→必要に応じて監査計画に反映）

②－２ リスク対応手続の実施（監査報告時まで継続して実施 ∵新たな情報の入手→必要に応じて監査計画に反映）

この時点ではCR、

RMM暫定的評価

CR、RMMの

確定評価

内部統制システムに依拠する/できるプロセス

（例）購買プロセスなど、

経常的・定型的・単純な業務

内部統制システムに依拠しない/できないプロセス

（例）見積りプロセスなど、

非経常的・非定型的･

例外的プロセス

②－２－１ 運用評価手続→CRを最終評価（RMMを確定）→DRを決定

反映

②－２－２ 実証手続（実証手続の種類・時期・範囲は運用評価手続の結果最終評価したRMMの評価結果を受けてDRを決定したあと調整）

②－２－３ 実証手続（DRは低くしなければならない→より強い心証が得られる実証手続を実施）

③

監
査
報
告
（監
査
報
告
書
発
行
）

定時株主総会

有報提出

（種類・時期・範囲に）影響

②’ 監査証拠

年間を通じての

反復的・継続的プロセス

トレード・オフ・影響しあう関係

② 監査手続

後発事象の

検討範囲

事後判明事実' 事後判明事実''

監
査
調
書
・
監
査
フ
ァ
イ
ル
の
最
終
的
な
完
了
期
限

監査報告から60日程度を

超えない期限内

いかなる監査手続も実施する必要はない

③
’
監
査
の
最
終
段
階
に
お
け
る
分
析
的
手
続
（
リ
ス
ク
評
価
手
続
を
最
後
に
実
施
し
て
こ
れ
ま
で
を
振
り
返
り
）→

審
査

反映

リスク対応手続の結果、リスク評価を見直しする場合

影響

具体的には

※ ②－１は実際は①－１と同じ（②－１＝①－１）



【図表６】グループ監査（連結監査）　全体像

監基報23,29,30、

その他監査調書の査閲

（監基報29（3）,41（2））も

含む。

監査の局面

（１）監査計画

（２）監査手続

①リスク評価手続

②リスク対応手続

②－２ 実証手続

②－１（内部統制の）運用評価手続

①－１内部統制システム、適用される財務報

告の枠組みを含む、企業及び企業環境の理解

①－２（内部統制の理解を含む）整備評価手続

①監査の基本的な方針

②詳細な監査計画

（３）意見形成

監査報告書

（アウトプット）

監査証拠

意見表明の基礎

（親会社）個別 連結特有

以下を決定（監基報20）

□ グループ財務諸表全体としての重要性の基準値

□ 構成単位の重要性の基準値

□ グループ財務諸表にとって明らかに僅少とみなせない虚偽表示の金額

主に、以下を策定

□ 個別上の重要性の基準値

□ 個別上の手続実施上の重要性の基準値

□ 個別上の明らかに僅少とみなせない虚偽表示の金額

内部統制システム、適用される財務報告の枠組みを含む、

企業及び企業環境を理解

以下を理解

□ グループ全体統制を含む、グループ全体、構成単位及びこれらの環境（監基報11,17,31）

□ 構成単位の監査人（の監査の品質管理の状況）（監基報18）

□ 構成単位の監査人の作業に関与することができるか（監基報18）

□ グループ全体統制及び連結プロセス（監基報31）

（アウトプット）重要な虚偽表示リスクの識別・暫定評価

（特別な検討を必要とするリスク含む。）

（アウトプット）重要な虚偽表示リスクの識別・確定評価

（特別な検討を必要とするリスク含む。）

内部統制を理解し、整備評価手続を実施 グループ全体統制及び連結プロセスの整備評価手続の実施

（アウトプット）個別上の重要な虚偽表示リスクの識別・暫定評価

（特別な検討を必要とするリスク含む。）
（アウトプット）連結上の重要な虚偽表示リスクの識別・暫定評価

（各構成単位の、あるいは、連結プロセス上の特別な検討を必要とするリスク含む。）

依拠する予定の内部統制について、運用評価手続を実施

以下を決定

□ 重要な構成単位（監基報8（13）①②、A5、A6）

□ 重要な構成単位について、構成単位の（他の）監査人に作業を依頼するかどうか

実施するリスク評価手続とリスク対応手続を計画

以下を決定

□ 重要な構成単位について実施する作業の種類（監基報25,26）

→（１）監査、（２）一つ又は複数の特定の勘定残高等の監査、（３）特定の監査手続 のいずれか

□ 構成単位の監査人に作業を依頼する場合には、関与の内容、時期及び範囲（監基報23）

依拠する場合、グループ全体統制及び連結プロセスの運用評価手続を実施（監基報24,31,32）

あるいは、構成単位の監査人に依頼する場合、実施を依頼（監基報24,39）

①監査証拠の評価

②監査の最終段階における、分析的手続

③審査

（アウトプット）個別上の重要な虚偽表示リスクの識別・確定評価

（特別な検討を必要とするリスク含む。）
（アウトプット）連結上の重要な虚偽表示リスクの識別。確定評価

（各構成単位の、あるいは、連結プロセス上の特別な検討を必要とするリスク含む。）

監査計画で計画した実証手続を実施

入手した監査証拠が十分かつ適切かを評価

企業に関する監査人の理解と財務諸表が整合するか

グループ監査チームが実施、

あるいは、構成単位の監査人に依頼する場合、実施すべき作業の内容を決定の上依頼（監基報23,39）

入手した監査証拠が十分かつ適切かを評価、

構成単位の監査人が実施した作業から十分かつ適切な監査証拠が入手されたかを評価（監基報43）

監査チームの重要な判断、監査意見に問題がないかどうか

グ
ル
ー
プ
監
査
責
任
者
及
び
グ
ル
ー
プ
監
査
チ
ー
ム

重
要
な
構
成
単
位
の
（他
の
）監
査
人

←コミュニケーション→

依頼（監基報39,39-2）

報告（監基報40）

評価（監基報41,43）

関与

協議・討議

伝達（監基報39,39-2）

依頼するためには、構成

単位の監査人の独立性、

能力等に問題なく、監督

機関により監督され、品

質管理の状況が適切で

あることを確かめる必要

がある（監基報18）

入手できていない場

合には、テキスト146

頁（3）の続きのとおり

（監基報28後段参

照）



【図表６】グループ監査（連結監査）　基礎的概念

●グループ監査の全体イメージ図＆グループ全体統制と連結プロセスのイメージ

グループ全体統制

連結財務諸表

支える 虚偽表示を防止,発見,是正 支える

グループ全体統制

分解

連結プロセス

Ｐ社

個別財務諸表

（財務的重要性）

Ｑ社

個別財務諸表

Ｒ社

個別財務諸表
その他

個別財務諸表

グループ財務諸表

個別修正 連結修正

重要な構成単位

特検リスク

重要な構成単位

グループ監査チーム

監査

作業依頼,伝達,関与,協議,評価

報告

構成単位の監査

作業

グループ監査チーム

グループ・レベルでの

分析的手続等 リスク対応手続

グループ監査チーム

整備評価手続

運用評価手続※

資本連結、取引高/債権債

務消去、未実現利益調整等

決算日差異の期間中の重

要な取引の調整、会計方針

の統一による会計処理の

修正などグループ・レベルでの

分析的手続等

構成単位の監査人がグループ全

体統制の運用評価を実施するこ

ともある（理解及び整備評価手続

は必ずグループ監査チームが実

施）



【図表7】監査事務所と個々の監査業務の品質管理～監査法人の二階建て品質管理～　

職
業
的
専
門
家
と
し
て
の
正
当
な
注
意
・職
業
的
懐
疑
心
（
不
正
リ
ス
ク
へ
の
対
応
を
含
む
。
）
・品
質
管
理

②監査の実施

③意見の形成

①監査計画

監査契約

監査事務所の方針及び手続

Ｐ

マネージャー

インチャージ

スタッフ
個々の監査チーム

（例）東芝、パナソニック、任天堂

監査事務所監査実施の責任者

◎品質管理基準と監査基準の関係

監査基準 第二 一般基準 ６の「監査人」は品質管理基準にいう「監査事務所」を意味する。

監査基準 第二 一般基準 ７の「監査人」は品質管理基準にいう「監査実施の責任者」を意味する。

※ その他品質管理基準には、「監査実施の責任者」と「補助者」をまとめた「監査実施者」という用語も登場する。

◎監査事務所と監査実施の責任者の関係

監査事務所が「品質管理の方針及び手続」を定め、監査実施の責任者がそれらを「遵守」するという関係

これらの「品質管理の方針及び手続」を総体として「品質管理システム」といい、監査法人版内部統制である

∴ 監査事務所が品質管理システムを「整備」、監査実施者が品質管理システムを実質的に「運用」する

つまり、日常的な品質管理の実施主体は「監査実施者」であり、その指揮命令系統にある個々の監査チーム

品質管理の方針・手続を定める
品質管理の方針・手続を自ら遵守する

それらを補助者にも遵守させる

モニタリングする

(チーム外）

審査の担当者

審査する

（日常的監視と定期的検証） 選任する・モニタリングする

品質管理に関する責任

職業倫理及び独立性

監査契約の新規の締結及び更新

監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任

業務の実施

品質管理のシステムの監視

品質管理のシステム

個々の監査業務について、適切に実施

できるかどうか判断する

個々の監査業務の契約の締

結・更新について疑義があれ

ば、監査事務所に適宜伝える

能力、経験及び独立性を含む職業倫理、

十分な時間を確保できる監査実施者を

確保・選任する

方針及び手続には、監査業務や審査に

関連する規程を含む

補助者に対する指示、指導、

監督（監査調書の査閲等を含

む。）を含む

方針及び手続には、日常的監視や定期

的検証のほか、いわゆる内部通報制度

に関するものを含む

日常的監視及び定期的検証

により指摘された不備への対

応を含む

品質管理システムの整備及び運用状況のレビュー

検査 検査

監査法人の内部統制のこと、その他（試験上は重要ではない

が）品質管理システムには専門的な見解の問い合わせ、監査

上の判断の相違、監査事務所間の引継ぎ、共同監査を含む

監査が社会インフラであることに鑑みた、外部からの品質管理制度

①日本公認会計士協会（ＪＩＣＰＡ）による品質管理レビュー

②金融庁 公認会計士・監査審査会による検査

JICPAによる

品質管理レビュー

公認会計士・監査審査会（金融庁）による検査

日常的監視は、監査概要書などの対外的な提出物が期限通り

に適時にもれなく提出されているかどうか、期限内に審査が行

われているかどうかなど、年間通じたモニタリングをいう。

定期的検証は、（主に東京にある）品質管理室が、個々の監査

報告後（×監査報告の前ではない）にランダムに選定された全

国の監査業務の一部（×すべての監査業務ではない）につい

て、監査法人の品質管理の方針及び手続にしたがって監査を

行っているかどうかをチェックする監査法人内部の臨時的かつ


